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仕様書P4
【3.1.1　概要】
「システムに関しては、機能改修や機能追加等が容易に行
える構造を重視し、システム構築にあたっては、オープン
ソース・ソフトウェアの活用を考慮するものとする。」と記載さ
れていますが、

「オープンソース・ソフトウェアの活用を考慮するもの」と記載
がありますが、無償で公開されている「オープンソース・ソフ
トウェア」だけを使用し、自社で開発したオリジナルのシステ
ムを使用してはいけないのでしょうか？
また、「オープンソース・ソフトウェア」と「自社オリジナルソフ
ト」を兼用してもよろしいですか？

システム構築にあたり、必ずしも「オープンソース・ソフトウエ
ア」に限定するものではない。
ただし、今後プログラムの改編及び改修を行う場合、他社が
操作する際に、操作制限が入らないことを前提として頂きた
い。
もし自社オリジナルソフトを使用する場合、運用の段階で御
社ソフトウエアの使用に対し、費用が発生しないことを条件
とする。
これらの制限がかからないものについては、提案を妨げな
い。
自社オリジナルソフト使用の際は、「企画提案書」等に使用
する旨を明記する事とする。
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